
　
平
成
30
年
の
人
事
院
勧
告
を
踏
ま
え
、
議
会
最
終
日
の
追
加
議
案
と
し
て
提
出

さ
れ
、
即
日
で
の
質
疑
・
討
論
・
採
決
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
伴
う
影
響

額
は
、
本
年
度
は
各
会
計
に
お
け
る
職
員
の
諸
手
当
（
扶
養
手
当
・
地
域
手
当
・

住
居
手
当
等
）
の
不
用
額
を
充
当
。

≪改正の内容≫
◆議員の期末手当

◆市長、副市長、教育長の期末手当
・現行の支給割合から0.05か月分引き上げ
◆職員
・給与月額を400円～1,500円までの間で引き上げ
・勤勉手当を現行から0.05か月分引き上げ
◆一般職の任期付職員（保育士・管理栄養士等）
・各号給（級）給料月額を900円～1,500円引き上げ

※
職
員
、
任
期
付
職
員
の
給
料
月
額
お

よ
び
手
当
は
平
成
30
年
４
月
１
日
に
、

議
員
お
よ
び
市
長
等
の
期
末
手
当
は
平

成
30
年
12
月
１
日
に
遡
及
し
て
適
用
。

　

　
総
合
振
興
計
画
は
市
の
最
上
位
計
画

で
、
市
の
特
性
や
課
題
な
ど
を
見
極
め

戦
略
的
な
市
政
運
営
を
行
な
う
た
め
の

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
指
針
で
す
。

　
か
つ
て
は
地
方
自
治
法
に
よ
り
市
区

町
村
に
は
そ
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
23
年
８
月
に
義

務
付
け
規
定
が
廃
止
に
。
幸
手
市
議
会

で
は
「
幸
手
市
議
会
基
本
条
例
」（
平
成

27
年
4
月
施
行
）
で
議
決
す
べ
き
事
項

と
し
て
い
ま
す
。

◆
計
画
期
間
　
10
年
間

　
基
本
構
想
：
10
年
間（
2
0
1
9
年
度
〜
）

　
前
期
基
本
計
画（
2
0
1
9
年
度
〜
）

　
後
期
基
本
計
画（
2
0
2
4
年
度
〜
）

◆
基
本
構
想
が
目
指
す
将
来
像

　「
み
ん
な
で
つ
く
る

　  

　
幸
せ
を
手
に
す
る
ま
ち
　
幸
手
」

◆
将
来
人
口
　
お
よ
そ
４
万
７
千
人

◆
７
政
策（
40
施
策
）を
推
進

　
子
育
て
・
教
育
（
５
）

　
協
働
・
文
化
・
人
権
（
７
）

　
福
祉
・
健
康
（
６
）

　
防
災
・
生
活
・
環
境
（
７
）

　
観
光
・
産
業
（
４
）

　
都
市
基
盤
（
７
）

　
行
財
政
（
４
）　

第
６
次
総
合
振
興
計
画
の
概
要

第
６
次
総
合
振
興
計
画
の
概
要

第
６
次
総
合
振
興
計
画
の
概
要

第
６
次
総
合
振
興
計
画
の
概
要

特
別
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

特
別
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

特
別
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

特
別
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

将来像の実現に向け本計画の40施策を行うことで人口減少の速度を緩める

　
平
成
30
年
12
月
定
例
会
は
11
月
30
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

市
長
提
出
議
案
は
条
例
案
６
件
、
補
正
予
算
８
件
、
指
定
管
理
者
指
定
４
件
、
第
６
次
総
合
振
興

計
画
基
本
構
想
及
び
前
期
基
本
計
画
１
件
。
こ
の
ほ
か
、
議
員
提
出
決
議
案
２
件
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
審
議
の
結
果
、
市
長
提
出
議
案
、
議
員
提
出
決
議
案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
と

な
り
ま
し
た
。
　

　
一
般
質
問
は
12
人
の
議
員
が
市
政
を
質
し
ま
し
た
。

平成30年
12月定例会〈

追
加
議
案
〉議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
や
、市
長
等
、職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の一部
改
正
と一般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
の

一部
改
正（
議
案
第
108
号
〜
111
号
）を
賛
成
全
員
お
よ
び
賛
成
多
数
で
可
決
。

第
６
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基

本
構
想
及
び
前
期
基
本
計
画

（
議
案
第
98
号
）

議　員
市長等
職　員

合　計

  306千円
  136千円
給料分 3,241千円
手当分 6,178千円
  　　9,861千円

≪給料等改正に伴う影響額≫

平成30年度一般会計補正予算（第6号）
平成30年度幸手市公共下水道事業特
別会計補正予算（第2号）　
平成30年度幸手市水道事業特別会計
補正予算（第2号）

た
だ

基本構想
（10年）

基本計画
（前期・後期各５年）

実施計画
（3年ローリング見直し）

基本構想
（10年）

基本計画
（前期・後期各５年）

実施計画
（3年ローリング見直し）

総合振興計画は
「基本構想」
「基本計画」
「実施計画」
で構成。

　51,939人

表　現在人口と将来推計
2018年 2028年

人口（1月1日現在）
10.6％
57.5％
31.9％
13.4％

9.1％
53.7％
37.2％
23.6％

約46,200人
年少人口（～14歳）
生産年齢人口
老年人口（65歳～）

　うち75歳以上

構
成
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
総
合
振
興
計
画
で
は
「
雨
水
対
策
の

推
進
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
「
水
害
対

策
の
推
進
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
成
果
指
標
を
時
間
雨
量
30
㎜

以
下
の
大
雨
時
に
お
け
る
床
下
浸
水
を

ゼ
ロ
に
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

近
年
の
時
間
雨
量
50
㎜
よ
り
大
き
く
下

回
る
数
値
で
す
。
浸
水
被
害
が
著
し
い

地
区
へ
の
対
策
と
し
て
「
調
節
池
や
雨

水
幹
線
の
整
備
の
検
討
を
行
い
ま
す
」

と
の
表
現
に
と
ど
ま
り
、
中
5
丁
目
周

辺
や
東
２
丁
目
、
緑
台
１
・
2
丁
目
の

水
害
問
題
を
解
決
す
る
姿
勢
が
み
え
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
　
雅
代

　
厳
し
い
財
政
の
も
と
、
今
後
も
様
々

な
事
業
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
重
点
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
や
区
画
整
理
事
業
、

下
水
道
、
循
環
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
は
で
き
る
限
り
計
画
期
間
で
の
完

了
を
目
指
し
、
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー

ズ
に
全
庁
一
丸
で
対
応
し
、
効
果
的
な

予
算
執
行
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
併
せ
て
、
現
計
画
期
間
に
指
摘
さ
れ

た
不
適
正
な
事
務
執
行
が
市
民
の
信
頼

を
大
き
く
損
な
っ
た
。
そ
の
反
省
と
今

後
の
市
民
の
信
頼
に
応
え
る
行
政
運
営

を
強
く
求
め
賛
成
討
論
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
こ
の
指
定
者
管
理
の
問
題
は
早
く
か

ら
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な

話
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。
不
透
明
な
部

分
が
多
い
た
め
、
建
設
経
済
常
任
委
員

会
で
8
人
の
検
討
委
員
の
採
点
表
を
匿

名
と
言
う
形
で
提
出
を
求
め
ま
し
た
。

　
市
は
採
点
表
公
表
の
検
討
に
入
っ
た

も
の
の
、
最
終
的
に
「
公
表
す
る
と
業

者
の
弱
点
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
」
と
し

て
公
表
を
拒
み
ま
し
た
。
市
は
積
極
的

に
不
透
明
な
問
題
を
解
明
す
べ
き
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
財
政
が
厳
し
く
な
る
と
弱
者
い
じ
め

の
政
治
が
行
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
重
度

心
身
障
が
い
者
医
療
費
４
２
８
万
円
減

額
し
年
間
３
６
０
０
万
円
と
し
て
い
ま

す
。
29
年
度
決
算
（
実
績
）
よ
り
２
４

３
万
７
２
６
６
円
下
回
っ
て
い
ま
す
。

障
が
い
者
移
動
支
援
費
も
６
２
８
万
円

減
額
し
２
６
０
０
万
円
29
年
度
決
算

（
実
績
）
よ
り
８
５
３
万
円
も
下
回
る

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
大
幅
減
額
し
た
合

計
額
は
１
０
５
６
万
円
に
も
な
り
ま

す
。
年
度
半
ば
で
早
々
と
削
減
す
る
こ

と
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

賛
成
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

　
各
常
任
委
員
会
に
通
ず
る
事
件
で
か

つ
集
中
的
に
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
委
員
13
人
以
内
（
議
長
お
よ
び
副

議
長
除
く
）
を
も
っ
て
構
成
す
る
第
６

次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
及

び
前
期
基
本
計
画
審
査
特
別
委
員
会
の

設
置
を
行
う
も
の
で
、
12
月
18
日
に
委

員
会
を
開
催
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

◇
基
本
構
想
　

　
　
目
標
人
口
の
根
拠
は
。

　
　
コ
ー
ホ
ー
ト
要
因
法
を
用
い
て
推

計
し
た
も
の
で
2
0
2
8
（
平
成
40
）

年
が
４
万
６
２
０
０
人
と
な
っ
て
い
る

が
、
本
計
画
の
施
策
を
行
う
こ
と
で
人

口
減
少
の
速
度
を
緩
め
、
目
標
人
口
は

４
万
７
千
人
と
し
た
。

◇
前
期
基
本
計
画

　
　
生
徒
の
減
少
が
進
ん
で
い
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
学
校
の
統
廃
合
を
含
め

た
小
・
中
学
校
の
適
正
配
置
を
検
討
す

る
と
あ
る
が
正
式
に
決
定
し
た
の
か
。

　
　
検
討
は
必
要
と
の
考
え
。
決
定
で

は
な
い
。

　
　
郷
土
資
料
館
の
活
用
と
し
て
古
民

家
の
移
築
と
あ
る
が
。

　
　
市
内
の
古
民
家
を
保
存
す
べ
き
と

考
え
、
郷
土
資
料
館
の
敷
地
へ
の
移
設

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
デ
マ
ン
ド
交
通
や
水
道

事
業
、
道
路
補
修
、
地
産
地
消
な
ど
多

く
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。
　
　

答

決
議
案
第
１
号
　
第
６
次
幸
手
市

総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
及
び
前

期
基
本
計
画
審
査
特
別
委
員
会
設

置
に
関
す
る
決
議
を
可
決

（
議
案
第
98
号
）

第
６
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基

本
構
想
及
び
前
期
基
本
計
画
に
つ

い
て
を
可
決

（
議
案
第
100
号
）

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を

可
決

（
議
案
第
103
号
）

平
成
30
年
度
幸
手
市一般
会
計
補

正
予
算（
第
４
号
）を
可
決

問

問

問 答

答

（2）（3） 〔市議会だよりさって〕No.89　〔市議会だよりさって〕No.89　



　
平
成
30
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の
人
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踏
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追
加
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正
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伴
う
影
響

額
は
、
本
年
度
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各
会
計
に
お
け
る
職
員
の
諸
手
当
（
扶
養
手
当
・
地
域
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当
・

住
居
手
当
等
）
の
不
用
額
を
充
当
。

≪改正の内容≫
◆議員の期末手当

◆市長、副市長、教育長の期末手当
・現行の支給割合から0.05か月分引き上げ
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は
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運
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め
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治
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将来像の実現に向け本計画の40施策を行うことで人口減少の速度を緩める

　
平
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例
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ら
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期
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開
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ま
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。
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長
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者
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、
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画
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想
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び
前
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１
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。
こ
の
ほ
か
、
議
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提
出
決
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案
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が
提
出
さ
れ
ま

し
た
。
審
議
の
結
果
、
市
長
提
出
議
案
、
議
員
提
出
決
議
案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
と

な
り
ま
し
た
。
　

　
一
般
質
問
は
12
人
の
議
員
が
市
政
を
質
し
ま
し
た
。

平成30年
12月定例会〈

追
加
議
案
〉議
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
や
、市
長
等
、職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の一部
改
正
と一般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
の

一部
改
正（
議
案
第
108
号
〜
111
号
）を
賛
成
全
員
お
よ
び
賛
成
多
数
で
可
決
。

第
６
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基

本
構
想
及
び
前
期
基
本
計
画

（
議
案
第
98
号
）

議　員
市長等
職　員

合　計

  306千円
  136千円
給料分 3,241千円
手当分 6,178千円
  　　9,861千円

≪給料等改正に伴う影響額≫

平成30年度一般会計補正予算（第6号）
平成30年度幸手市公共下水道事業特
別会計補正予算（第2号）　
平成30年度幸手市水道事業特別会計
補正予算（第2号）

た
だ

基本構想
（10年）

基本計画
（前期・後期各５年）

実施計画
（3年ローリング見直し）

基本構想
（10年）

基本計画
（前期・後期各５年）

実施計画
（3年ローリング見直し）

総合振興計画は
「基本構想」
「基本計画」
「実施計画」
で構成。

　51,939人

表　現在人口と将来推計
2018年 2028年

人口（1月1日現在）
10.6％
57.5％
31.9％
13.4％

9.1％
53.7％
37.2％
23.6％

約46,200人
年少人口（～14歳）
生産年齢人口
老年人口（65歳～）

　うち75歳以上

構
成
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
総
合
振
興
計
画
で
は
「
雨
水
対
策
の

推
進
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
「
水
害
対

策
の
推
進
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
成
果
指
標
を
時
間
雨
量
30
㎜

以
下
の
大
雨
時
に
お
け
る
床
下
浸
水
を

ゼ
ロ
に
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

近
年
の
時
間
雨
量
50
㎜
よ
り
大
き
く
下

回
る
数
値
で
す
。
浸
水
被
害
が
著
し
い

地
区
へ
の
対
策
と
し
て
「
調
節
池
や
雨

水
幹
線
の
整
備
の
検
討
を
行
い
ま
す
」

と
の
表
現
に
と
ど
ま
り
、
中
5
丁
目
周

辺
や
東
２
丁
目
、
緑
台
１
・
2
丁
目
の

水
害
問
題
を
解
決
す
る
姿
勢
が
み
え
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
　
雅
代

　
厳
し
い
財
政
の
も
と
、
今
後
も
様
々

な
事
業
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
重
点
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
や
区
画
整
理
事
業
、

下
水
道
、
循
環
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
は
で
き
る
限
り
計
画
期
間
で
の
完

了
を
目
指
し
、
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー

ズ
に
全
庁
一
丸
で
対
応
し
、
効
果
的
な

予
算
執
行
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
併
せ
て
、
現
計
画
期
間
に
指
摘
さ
れ

た
不
適
正
な
事
務
執
行
が
市
民
の
信
頼

を
大
き
く
損
な
っ
た
。
そ
の
反
省
と
今

後
の
市
民
の
信
頼
に
応
え
る
行
政
運
営

を
強
く
求
め
賛
成
討
論
と
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
こ
の
指
定
者
管
理
の
問
題
は
早
く
か

ら
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な

話
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。
不
透
明
な
部

分
が
多
い
た
め
、
建
設
経
済
常
任
委
員

会
で
8
人
の
検
討
委
員
の
採
点
表
を
匿

名
と
言
う
形
で
提
出
を
求
め
ま
し
た
。

　
市
は
採
点
表
公
表
の
検
討
に
入
っ
た

も
の
の
、
最
終
的
に
「
公
表
す
る
と
業

者
の
弱
点
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
」
と
し

て
公
表
を
拒
み
ま
し
た
。
市
は
積
極
的

に
不
透
明
な
問
題
を
解
明
す
べ
き
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
平
　
泰
二

　
財
政
が
厳
し
く
な
る
と
弱
者
い
じ
め

の
政
治
が
行
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
重
度

心
身
障
が
い
者
医
療
費
４
２
８
万
円
減

額
し
年
間
３
６
０
０
万
円
と
し
て
い
ま

す
。
29
年
度
決
算
（
実
績
）
よ
り
２
４

３
万
７
２
６
６
円
下
回
っ
て
い
ま
す
。

障
が
い
者
移
動
支
援
費
も
６
２
８
万
円

減
額
し
２
６
０
０
万
円
29
年
度
決
算

（
実
績
）
よ
り
８
５
３
万
円
も
下
回
る

も
の
で
す
。
こ
れ
ら
大
幅
減
額
し
た
合

計
額
は
１
０
５
６
万
円
に
も
な
り
ま

す
。
年
度
半
ば
で
早
々
と
削
減
す
る
こ

と
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

賛
成
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

　
各
常
任
委
員
会
に
通
ず
る
事
件
で
か

つ
集
中
的
に
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
委
員
13
人
以
内
（
議
長
お
よ
び
副

議
長
除
く
）
を
も
っ
て
構
成
す
る
第
６

次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
及

び
前
期
基
本
計
画
審
査
特
別
委
員
会
の

設
置
を
行
う
も
の
で
、
12
月
18
日
に
委

員
会
を
開
催
し
、
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

◇
基
本
構
想
　

　
　
目
標
人
口
の
根
拠
は
。

　
　
コ
ー
ホ
ー
ト
要
因
法
を
用
い
て
推

計
し
た
も
の
で
2
0
2
8
（
平
成
40
）

年
が
４
万
６
２
０
０
人
と
な
っ
て
い
る

が
、
本
計
画
の
施
策
を
行
う
こ
と
で
人

口
減
少
の
速
度
を
緩
め
、
目
標
人
口
は

４
万
７
千
人
と
し
た
。

◇
前
期
基
本
計
画

　
　
生
徒
の
減
少
が
進
ん
で
い
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
学
校
の
統
廃
合
を
含
め

た
小
・
中
学
校
の
適
正
配
置
を
検
討
す

る
と
あ
る
が
正
式
に
決
定
し
た
の
か
。

　
　
検
討
は
必
要
と
の
考
え
。
決
定
で

は
な
い
。

　
　
郷
土
資
料
館
の
活
用
と
し
て
古
民

家
の
移
築
と
あ
る
が
。

　
　
市
内
の
古
民
家
を
保
存
す
べ
き
と

考
え
、
郷
土
資
料
館
の
敷
地
へ
の
移
設

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
デ
マ
ン
ド
交
通
や
水
道

事
業
、
道
路
補
修
、
地
産
地
消
な
ど
多

く
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。
　
　

答

決
議
案
第
１
号
　
第
６
次
幸
手
市

総
合
振
興
計
画
基
本
構
想
及
び
前

期
基
本
計
画
審
査
特
別
委
員
会
設

置
に
関
す
る
決
議
を
可
決

（
議
案
第
98
号
）

第
６
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
基

本
構
想
及
び
前
期
基
本
計
画
に
つ

い
て
を
可
決

（
議
案
第
100
号
）

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を

可
決

（
議
案
第
103
号
）

平
成
30
年
度
幸
手
市一般
会
計
補

正
予
算（
第
４
号
）を
可
決

問

問

問 答

答

（2）（3） 〔市議会だよりさって〕No.89　〔市議会だよりさって〕No.89　



本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容本会議質疑内容こんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされましたこんな審査がされました

（4）（5） 〔市議会だよりさって〕No.89　〔市議会だよりさって〕No.89　

小
河
原
　
浩
和

　
土
地
開
発
公
社
の
件
に
つ
い
て
は
、

契
約
に
つ
い
て
一
部
に
事
務
処
理
の
ミ

ス
が
あ
り
、
公
社
も
そ
れ
を
認
め
再
三

に
わ
た
り
謝
罪
し
て
い
る
。
ま
た
、
申

請
書
類
の
市
長
名
の
誤
り
は
、
す
で
に

市
長
お
よ
び
副
市
長
が
処
分
を
受
け
、

補
助
金
団
体
に
お
い
て
も
十
年
分
の
補

助
金
の
返
還
を
行
っ
て
い
る
。
執
行
部

側
も
今
後
の
適
正
な
執
行
と
改
善
を
す

る
と
説
明
を
し
て
お
り
、
ま
た
、
議
長

か
ら
も
厳
重
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
今
後
は
適
正
に
処
理
さ
れ
る

こ
と
と
思
い
、
反
対
の
意
を
表
す
る
。

宮
杉
　
勝
男

　
１
点
目
に
何
度
か
ミ
ス
が
あ
っ
た
こ

と
に
対
し
て
、
そ
の
対
策
等
、
適
正
に

処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
２
点
目
に
総

務
常
任
委
員
会
の
討
論
に
て
、
同
様
の

申
し
入
れ
が
あ
り
、
反
論
な
く
行
政
側

が
受
け
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

３
点
目
に
議
長
よ
り
議
会
運
営
委
員
会

に
お
い
て
、
職
員
の
責
任
や
組
織
の
あ

り
方
を
よ
く
考
え
る
よ
う
強
く
申
し
入

れ
が
あ
り
、
反
論
な
く
行
政
側
が
受
け

入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
こ
れ

ら
の
理
由
に
よ
り
、
今
後
適
正
な
行
政

事
務
執
行
が
出
来
る
よ
う
改
善
さ
れ
る

も
の
と
判
断
し
、
反
対
す
る
も
の
で
す
。

　
第
６
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
を
策

定
す
る
に
あ
た
り
第
５
次
の
成
果
と
教

訓
に
つ
い
て
、
ま
た
、
前
期
基
本
計
画

の
財
源
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

答
　
弁

　
第
５
次
幸
手
市
総
合
振
興
計
画
の
後

期
基
本
計
画
の
平
成
30
年
４
月
時
点
で

の
指
標
の
う
ち
、
目
標
値
を
達
成
す
る

見
込
み
の
も
の
が
54
件
、
目
標
値
を
達

成
で
き
な
い
、
前
年
度
よ
り
向
上
す
る

見
込
み
が
26
件
、
こ
れ
ら
合
計
は
80
件

で
、
全
指
標
の
74
・
１
％
で
す
。
ま
た
、

施
策
評
価
に
つ
い
て
は
、
50
施
策
の
う

ち
、
達
成
し
た
も
の
、
お
お
む
ね
達
成

し
た
と
す
る
施
策
が
47
件
で
、
全
体
の

94
％
に
相
当
で
す
。

　
前
期
基
本
計
画
は
個
別
の
事
業
の
財

源
ま
で
を
計
画
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
議
決
後
に
策
定
す
る
実
施
計

画
に
お
い
て
、
財
源
に
つ
い
て
も
計
画

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
際
に
お

い
て
は
、
市
税
を
初
め
と
す
る
自
主
財

源
の
確
保
、
国
・
県
等
の
補
助
金
の
積

極
的
な
活
用
、
有
利
な
市
債
の
発
行
な

ど
の
財
源
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

平
成
30
年
12
月
定
例
会

本
会
議
議
案
質
疑
内
容

問
　
土
地
開
発
公
社
の
借
入
金
と
台
帳

の
確
認
方
法
は
。

答
　
無
利
子
貸
付
金
と
有
利
子
貸
付
金

の
二
本
立
て
で
管
理
し
て
い
る
。
確
認

に
つ
い
て
は
、
関
係
帳
簿
、
関
係
書
類

を
す
べ
て
つ
き
合
わ
せ
て
い
る
。

　
本
会
議
で
も
申
し
上
げ
た
と
お
り
、

大
変
不
本
意
な
事
務
処
理
を
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
に
つ
い

て
は
、
資
料
に
添
付
す
る
な
り
、
購
入

金
額
、
購
入
日
時
等
を
示
し
た
も
の
を

添
付
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
改
善
を

し
て
い
き
た
い
。

問
　
土
地
開
発
公
社
所
有
地
購
入
費
の

財
源
を
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
で

充
て
る
理
由
と
平
成
30
年
度
末
の
基
金

残
高
に
つ
い
て
。

答
　
今
回
の
予
算
計
上
が
急
遽
の
た
め
、

財
源
が
な
い
こ
と
か
ら
、
財
政
調
整
基

金
を
使
い
た
い
と
お
願
い
し
て
い
る
。

　
財
政
調
整
基
金
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
度
当
初
の
基
金
残
高
が
11
億
２
７

０
万
円
で
あ
っ
た
が
、
当
初
予
算
で
７

億
６
千
万
円
の
取
り
崩
し
を
計
上
し
、

９
月
に
３
億
５
千
万
円
積
み
増
し
し
て

い
る
の
で
、
今
回
の
７
１
８
３
万
９
千

円
の
取
り
崩
し
と
若
干
利
息
を
見
込
み
、

平
成
30
年
度
末
の
残
高
は
６
億
２
１
３

７
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

答
　
平
成
31
年
度
末
に
は
、
取
り
付
け

道
路
も
含
め
た
供
用
開
始
が
行
わ
れ
る
。

供
用
開
始
と
同
時
に
仮
橋
は
な
く
な
ら

な
い
の
で
、
そ
の
後
の
撤
去
費
用
も
含

め
て
、
債
務
負
担
行
為
の
期
間
を
平
成

32
年
度
ま
で
と
し
て
い
る
。

問
　
保
育
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
建
設
工
事
実

施
設
計
事
業
を
繰
越
明
許
に
し
た
理
由
。

答
　
当
初
、
自
由
通
路
・
東
口
の
階
段

下
を
建
設
予
定
地
と
し
て
二
百
数
十
万

円
を
計
上
し
た
。

　
そ
の
後
、
東
武
鉄
道
と
の
協
議
を
し

て
い
く
中
で
、
交
番
裏
の
土
地
も
使
え

る
と
な
り
、
面
積
も
大
き
く
建
物
自
体

も
大
き
く
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
、
今

回
の
設
計
を
増
額
し
た
。

　
予
算
措
置
が
12
月
で
、
発
注
が
１
月

以
降
に
な
る
た
め
、

年
度
内
に
完
了
し
な

い
こ
と
か
ら
繰
越
明

許
に
し
た
も
の
。

問
　
臨
時
職
員
賃
金
の
増
額
理
由
は
。

答
　
当
初
予
算
を
編
成
す
る
際
に
は
、

一
般
事
務
28
名
、
管
理
栄
養
士
１
名
、

保
育
士
１
名
の
合
計
30
名
で
３
５
３
９

万
１
千
円
の
予
算
化
を
し
た
。
９
月
ま

で
に
１
８
５
３
万
９
千
円
の
支
出
が
あ

り
現
在
36
名
を
雇
用
し
て
い
る
。

　
今
後
、
４
１
７
６
万
４
千
円
の
支
出

が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
そ
の
差
額
分
の

６
３
７
万
４
千
円
を
増
加
補
正
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
主
に
、
年
度
途
中
に
退
職
し
た
り
、

出
産
し
て
そ
の
ま
ま
育
児
休
業
に
入
っ

た
職
員
が
い
る
と
こ
ろ
、
事
務
処
理
が

一
時
的
に
増
え
た
と
こ
ろ
に
措
置
し
て

い
る
。

　
ま
た
、
単
価
が
、
10
月
以
降
８
８
０

円
か
ら
９
０
０
円
に
上
が
っ
て
い
る
の

も
増
額
の
理
由
で
あ
る
。

問
　
古
川
橋
仮
橋
保
守
事
業
を
債
務
負

担
行
為
に
す
る
理
由
と
、
供
用
開
始
時

期
は
。

質
疑

　
４
件
の
指
定
管
理
に
つ
い
て
議
案
書

だ
け
で
、
会
社
の
名
前
と
か
そ
れ
は
出

て
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
経
過
で
ど
う

い
う
内
容
で
こ
れ
が
指
定
を
さ
れ
た
か

と
い
う
の
が
、
こ
の
議
案
書
だ
け
だ
と

分
か
ら
な
い
で
す
。

答
　
弁

　
議
案
第
99
号
お
よ
び
議
案
第
100
号
の

指
定
管
理
者
の
指
定
の
公
園
管
理
を
２

分
割
し
た
理
由
に
つ
い
て
ご
答
弁
申
し

上
げ
ま
す
。

　
現
在
の
公
園
の
指
定
管
理
に
つ
い
て

は
、
91
カ
所
を
１
つ
の
団
体
に
指
定
い

た
し
ま
し
て
管
理
運
営
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
平
成
28
年
度
に
議
員
各

位
に
お
示
し
い
た
し
ま
し
た
指
定
管
理

者
制
度
運
用
改
善
に
係
る
検
討
結
果
報

告
書
に
基
づ
き
ま
し
て
、
指
定
管
理
者

の
導
入
の
適
否
や
施
設
の
範
囲
に
つ
い

て
見
直
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
公
園
管
理
を
２
分
割
し
た
理
由
で
す

が
、
異
な
る
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る

こ
と
に
よ
り
、
複
数
の
指
定
管
理
者
に

よ
り
、
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
、

よ
り
よ
い
管
理
運
営
と
な
る
よ
う
競
い

合
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
業
務
の
効
率

化
と
適
正
な
執
行
が
期
待
さ
れ
、
公
園

の
設
置
目
的
が
効
果
的
に
達
成
で
き
る

と
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
す
。

平
成
30
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　
　
　
　 

（
議
案
第
103
号
）

答

答 答

答

問問

問

問問答

平
成
30
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

             

（
議
案
第
107
号
）

総
務
常
任
委
員
会

答
　
弁

質
　
疑

　決議案第２号

適正な行政事務執行を求める決議
　今議会、平成29年度の決算承認済の市の土地開発
公社の市に対する西口区画整理事業用地の処分にお
いて、事務処理の誤りにより7100万円余の不足金が
判明し、急遽そのための補正予算を議決するに至っ
た。更には、近年、同一事業者の開発申請書の市長
名の誤りが、2年2回にわたり多くの関係者の決裁印
を押印されながら発見されないままに許可されたこ
と、長年にわたり不適切な補助金事務執行が続けら
れてきたこと、例月出納検査の数値の誤りなどと、
数々の事務執行上の問題が発生した。
　また、いずれもこれらは情報公開条例による公開
請求や、市議会の指摘により明らかになったもので
あって、事務決裁段階や市の内部調査によるもので
はない。
　このことは、市の行政事務には間違いはなく正し
いものと信頼されている市民の期待に背き、一体何
があるのだろうとの疑念を生ずるものであり、誠に
遺憾であり残念なことである。公務員としての自覚
と職責、組織としての統治力の欠如に起因するもの
と思わざるを得ない。
　よって、市民からの信頼確保のためにも、市民か
らの負託を受けた職員、市民全体の公務員としての
責任に鑑み、憲法、法律、条例、規則、規程を遵守し、
市民の福利増進のため、更なる研修、研鑽に努めら
れ、適正な行政事務執行が図られるよう求めるもの
である。
　以上、決議する。　　　

平成 30年 12月 21日
幸手市議会

幸手市議会会議規則第13条第１項の規程により決議案第２号
が提出され、幸手市議会として「賛成多数」で可決しました。

決議案第２号
適正な行政事務執行を求める決議を提出

決議案第２号
適正な行政事務執行を求める決議を提出

（
決
議
案
第
２
号
）

適
正
な
行
政
事
務
執
行
を
求
め
る

決
議
を
可
決

反
対
討
論

反
対
討
論

答
　
弁

質
　
疑


